岐阜県社協福祉サービス第三者評価事業実施要領

（目的）
第１条　この要領は、岐阜県社協福祉サービス第三者評価事業実施要綱（以下「実施要綱」という。）第３条に規定する岐阜県社協福祉サービス第三者継続評価事業（以下「継続評価事業」という。）について、必要な事項を定めることを目的とする。

（継続評価事業）
第２条　継続評価事業は、実施要綱第３条に規定する岐阜県社協福祉サービス第三者評価事業（以下「本評価事業」という。）を受審した事業所が、本評価事業において、課題や改善を要する評価項目がある場合に、それを含めた２０評価項目の範囲内で改善計画書を作成し、実施するものとする。
２　前項の継続評価事業は、原則として本評価事業の翌年度に限る。但し、継続評価事業の結果、二分の一を超える評価項目に改善が見られない場合には、その翌年度においても継続評価事業を実施することができるものとする。

　　附　則
　この要領は、令和９年４月１日から施行する。
